
「精神疾患」の特性をふまえた認定基準に

精神障害は増えているのに
認定率は変わらずⅠ

現行認定基準の問題点と
改善要求Ⅱ

　労災と認定されるためには、その精神障害の発病
が業務上のストレス（負荷）によるかどうかが判断
の基準とされています。しかし、精神障害の場合、
ケガや他の疾患と違って発病日が特定しにくいこと
が多くあります。ストレスには「大事故に遭遇し
た」というような急性のものもあれば、慢性のスト

レスによりじわじわと悪化し、急激に自殺いたる場
合もあります。経過も直線的ではなく、変動しやす
いのが特徴です。さらに、精神疾患に対する社会的
な偏見や誤解も影響し、本人も訴えにくかったり、
知られないように無理をしていて周辺の人からわか
りにくいこともあります。

　現在の認定基準では「発病日」の特定が決定的で
す。発病「前」のストレスが認定の可否の調査対象と
なるからです。自殺事案や治療歴のない事案では発病
時期の認定が困難な場合が多くあります。思春期にう
つ傾向をもっていたことや長期に睡眠導入剤を使用し
ていたことをもって、申請者の最も心理的に負荷の強
かった時期が「発病後」のストレスとして調査からは
ずされることがあります。前述のような精神疾患の特
性をふまえた十分な調査を要請します。通常勤務をし
てながらの通院等は「予防的治療」とすべきです。

　「業務上の軽いストレスが原因で発病し、その後の
長時間労働やパワーハラスメントにより症状が悪化し
自殺に至ってしまう」というケースがよく見られます。
　また、精神疾患でも治療後に復職して働く人、治療
しながら働く人が増えています。厚労省も「治療と仕
事の両立」を推奨しています。しかし、現行の認定基
準では発病「後」のストレスについては、「特別な出来
事」以外は評価されません。発病後の増悪について
も、同じように調査・評価することを求めます。

　認定基準では、「心理的負荷の強度について、発病
した本人の主観的な受け止めではなく、『同種の労働
者』が一般的にどう受け止めるかという観点から評価
する」としています。しかし、新人や業務の軽減を受け
ながら働いている人など、同じ働く環境であっても、
負荷の程度はさまざまです。あくまで、本人を規準と
して評価していくことが必要です。

　職場の中では多様な「いじめ・嫌がらせ」「ハラスメ
ント」がおこり、それによる精神疾患も増えています。
しかし、労災において、被災者本人が本人しか再現で

きない事実をリアルに語っても、加害者は否定し、同
僚も証言をためらうことが多いことが現状です。する
と労基署は「客観的な裏付けがない」とし、不支給と
してしまいます。ICレコーダーによる録音などがなく
ても、本人の申し立てを最大限に尊重し、認定にあた
ることを要請します。

　精神疾患、脳・心臓疾患ともに処理率（処理件数÷
請求件数）は８割前後で推移しています。この数年間
は、請求件数の伸びに対して処理件数が追いついてい
ない傾向が強まっています。少ない担当者に無理がか
かることで、不十分な調査となる例も生まれていま
す。労災認定を担当する職員の増員が求められていま
す。

　精神疾患の労災申請数は年々増加を続け、2019年
には2000件を超えました。しかし、労災と認められ
る人は、その内約３割です。認定基準のハードルの
高さは、申請さえできずにいる精神疾患を抱えた労
働者と自死遺族を生み出しています。

　全国の自殺者数は2000年ごろの3万人をピークに
減少傾向となったものの、「勤務問題」を動機の一
つとする自殺者は減っていません。重ねて、長期化
するコロナ禍は、労働者のメンタルヘルスに多大な
影響をもたらしています。

　精神障害の労災認定は、労働基準監督署の
調査に基づき、発症前概ね６か月の間におき
た業務による「出来事」を「ストレス評価
表」に当てはめ、「強」とされる場合、「業
務による強い心理的負荷が認められる」とさ
れます。出来事と出来事後を一連のものとし
て総合評価をするとしていますが、発病前の
出来事は調査の対象となっていません。
　「特別な出来事」＊に該当するのが認められ
れば「強」となります。また、「特別な出来
事」に該当する出来事がない場合は、「スト
レス評価表」のどの項目にあてはまるか、近
いかを判断し、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ（強→弱）を判断し
ます。複数の出来事が関連して生じた場合に
は、その全体を１つの出来事として評価しま
す。関連しない複数の出来事がある場合は、
出来事の数、内容、時間的な近接の程度から
判断するとしています。
　＊特別な出来事…生死に関わる業務上の病気や
　ケガ、月160時間を超える時間外労働など

精神障害の
労災認定の仕組み

1）発病日の認定については十分な
　　調査を

2）発病「後」の業務起因性を
　　認めること

3）被災者本人を基準に
　 ストレス（急性・慢性）を
　 総合的に評価すること

５）労災認定を担当する
　　職員を増員すること

4）パワーハラスメントの判断に
　 あたっては、本人の意見を最大限
　　第一義的に尊重すること

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf

現行基準のしくみ
　下記の厚生省のURLで「精神障害の労災認定」のパンフレット（令和２年９月改定）
を見ることができます。

平成11年

平成19年 21年 23年 25年 27年 29年 令和元年 2年

精神障害 請求件数

うち自殺 請求件数

精神障害 支給決定件数

うち自殺 支給決定件数

0

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%
6.70%

7.70%

8.80% 8.50%
9.00% 9.30%

9.70%

9.10%
8.00%

10.00%

12.00%

500

1000

1500

2000

2500

14年 17年 20年 23年 26年 29年 令和2年

自殺者総数のうち、勤務問題を
原因・動機の１つとするものの割合の推移

精神障害の労災補償状況


